
○ 再評価対象事業

河川、路線
、港湾名等

箇所名

道路事業 11号 一般国道11号　川之江三島バイパス 国（直轄） 愛媛県 E 要点

道路事業 55号 一般国道55号　安芸道路 国（直轄） 高知県 E 重点

区分：（再評価実施要領基準）

Ａ：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業

道路事業 2 件 Ｂ：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業

Ｃ：準備・計画段階で３年間が経過している事業

合計 2 件 Ｄ：再評価実施後に５年間が経過した時点で継続中または３年間が経過した時点で未着工の事業

Ｅ：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

備考

令和元年度　第１回　四国地方整備局　事業評価監視委員会対象事業一覧
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